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人権の窓

　

同
和
教
育
や
国
連
の
人
権
教
育
、

解
放
運
動
な
ど
、
差
別
を
解
消
す

る
取
り
組
み
の
原
点
は
、
識
字
に

あ
り
ま
す
。文
字
を
知
る
こ
と
は
、

生
活
や
心
の
豊
か
さ
に
つ
な
が
っ

て
い
る
か
ら
で
す
。

　

歩
け
な
い
人
の
問
題
は
歩
け
る

人
が
作
り
出
し
て
い
ま
す
。
歩
け

な
い
こ
と
が
原
因
で
は
な
く
、
歩

け
る
こ
と
に
原
因
が
あ
り
ま
す
。

　

例
え
ば
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
で
は

な
い
建
物
は
、
利
用
す
る
人
が
歩

け
る
こ
と
を
前
提
に
作
ら
れ
て
い

ま
す
。
当
然
、
歩
け
な
い
人
は
利

用
で
き
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
に
、
大
多
数
の
人
の

当
た
り
前
が
少
数
の
で
き
な
い
人

の
問
題
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
の

で
す
。

　

差
別
は
誰
の
問
題
か
を
考
え
る

深
い
研
修
と
な
り
ま
し
た
。

　

同
和
教
育
や
人
権
教
育
で
は
、

差
別
意
識
や
差
別
の
結
果
に
注
目

さ
れ
が
ち
で
す
が
、「
差
別
と
は

行
為
の
問
題
で
あ
る
」
と
い
う
こ

と
を
認
識
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

差
別
に
は
、
原
因
が
あ
り
、
行

為
が
あ
り
、
結
果
が
あ
る
。
差
別

者
が
、「
○
○
だ
か
ら
」
と
レ
ッ

テ
ル
を
貼
り
（
原
因
）、差
別
（
行

為
）
す
る
こ
と
で
、
被
差
別
者
に

「
差
別
さ
れ
た
」
結
果
が
残
り
ま

す
。
こ
れ
が
、差
別
の
構
造
で
す
。

　

本
町
で
は
、
人
権
問
題
意
識
の

啓
発
の
た
め
、
職
員
等
を
対
象
に

研
修
を
行
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
内

容
の
一
部
を
皆
さ
ん
に
も
紹
介
し

ま
す
。

職
員
等
人
権
同
和
問
題
研
修

を
開
催
し
ま
し
た
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　国際連合は 1948 年に世界人権宣言を採択し、その 2 年後、世界人権宣言が採択された

12 月 10 日を「人権デー」と定めました。

　日本では、12 月 4 日～ 10 日までを「人権週間」と定め、全国的に人権啓発活動を行い

ます。この機会に人権について考えてみませんか？本町でも、人権擁護委員が啓発活動を

行います。

12 月 10 日は人権デーです！

12 月 4 日（金）～ 12 月 10 日（木）は人権週間です！

差
別
解
消
の
取
り
組
み
の

　
　
　
原
点
は
識
字
に
あ
る

差
別
と
は
行
為
で
あ
る

何
が
差
別
の
原
因
な
の
か
？
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一
例)

演
題

　

「
現
代
の
部
落
問
題
に

　
　
　
　

ど
う
向
き
合
う
か
」

講
師

　

全
国
人
権
教
育
研
究
協
議
会
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貼
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